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第１章 西東京市の空き家等を取り巻く現状         
１．空き家等問題に関する統計データ 
（１）位置・地勢 

本市は、武蔵野台地のほぼ中央に位置しており、北は埼玉県新座市、南は武蔵野市及び小金

井市、東は練馬区、西は小平市及び東久留米市に接しています。面積は 15.75 ㎢で、東西

4.8 ㎞、南北 5.6 ㎞にわたります。 

北に白子川、中央部に新川、南部に石神井川があり、川の沿岸が 2ｍから 3m の低地となっ

ているほか、全体的に西から東になだらかに傾斜したほぼ平坦な地域です。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）交通 

市内には、西武池袋線の２駅（保谷、ひばりヶ丘）と西武新宿線の３駅（東伏見、西武柳

沢、田無）があり、市域の約 8 割の地域は駅まで徒歩 20 分圏内となっています。池袋及び新

宿から約 15km、所沢から約 9km 圏内に位置し、電車で池袋駅から約 17 分、西武新宿駅か

ら約 21 分と都心からの交通利便性が高く、西武池袋線と西武新宿線が交わる所沢駅から約 7

分と西武鉄道の主要駅からの交通利便性も高くなっています。区部に隣接するため都心にも近

く、都市部周辺における良好な住宅地が形成されています。 

幹線道路は市のほぼ中央に青梅街道及び新青梅街道が東西に、谷戸新道、武蔵境通り、伏見

通りが南北に伸びているほか、都市計画道路が市内各所を東西南北に結んでいます。 

  

※第１章における統計データの注意 

・比率は百分率で表示し、小数点以下第２位を四捨五入しています。 

・割合の合計は、端数処理を行っているため 100.0％にならない場合があります。 

・資料としている統計の集計の関係上、内訳と合計の数値が一致しない場合があります。 
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（３）人口の推移と将来人口推計 

・本市の人口は、令和５(2023)年７月１日現在で 206,252 人となっており、計画期間の

令和６(2024)年から令和 10(2028)年の期間においては概ね横ばいで推移しますが、そ

れ以降は徐々に減少していくと推計されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）世帯数・平均世帯人員の推計 

・計画期間の令和６(2024)年から令和 10(2028)年の期間において、平均世帯人員は減少

し、世帯数は増加すると推計されています。 

 

  

資料：西東京市人口推計調査報告書 令和 4(2022)年 11 月 住民基本台帳 
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資料：西東京市人口推計調査報告書 令和 4(2022)年 11 月，住民基本台帳 
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（５）年齢３区分人口の推計 

・少子高齢化が一層進行し、人口に占める老年人口（65 歳以上）の割合は、令和４(2022)

年の 24.2％（49,710 人）から、令和 24(2042)年には 31.3％（62,836 人）に上昇

すると推計されています。 

・年少人口（15 歳未満）は、令和４(2022)年以降、一貫して減少し、令和 24(2042)年

には 20,865 人と、令和４(2022)年に比べ 16.9％減少すると推計されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）人口ピラミッド 

・人口の年齢分布は、現状では 45～54 歳が最も人数が多く、今後 10 年間で 55～64 歳

がボリュームゾーンになっていきます。 

 

  

資料：西東京市人口推計調査報告書 令和 4(2022)年 11 月，住民基本台帳 

資料：西東京市人口推計調査報告書 令和 4(2022)年 11 月，住民基本台帳 
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（７）65 歳以上の単身高齢者世帯の推計 

・65 歳以上の単身高齢者が増加し、特に 75 歳以上の後期高齢者の単身世帯が増加するこ

とが推計されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）高齢者の住まい 

・一般世帯のうち高齢者（65 歳以上の世帯員）を含む世帯は 33.8％となっています。高齢者

の多くは持ち家に住んでおり、高齢単身者の 54.3％が持ち家に住んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：東京都世帯の予測 平成 31(2019)年３月 

資料：令和２(2020)年国勢調査 
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（９）住意識アンケート 

① 調査の目的 

市民の住宅及び住環境に対するニーズの把握を目的とし、「住宅や周辺環境への評価」

「住み替えや転居の意向」「空き家や相続」「同居・近居」「新たな日常に対応した住まい

方」「住まいの困りごと」「西東京市の住宅施策」「現在の住まい」「属性」について設問を

設けました。 

② 調査の対象 

18 歳以上の市民 

③ 調査方法 

郵送配布、郵送回収および Web 回答の併用 

④ 調査期間 

令和５(2023)年５月 17 日～６月９日 

⑤ 配布数 

3,000 件 

⑥ 抽出方法 

層化無作為抽出（地域別）※令和５(2023)年４月１日時点 3,000×圏域人口/全人口 

  人口（人） 抽出数（人） 町目 

南部 52,549 765 南町､向台町､東伏見､柳沢､新町 

中部 46,715 681 
北原町､田無町､住吉町､泉町､保谷

町 

西部 55,640 811 
谷戸町､緑町､西原町､芝久保町､ひ

ばりが丘 

北東部 51,039 743 
ひばりが丘北､下保谷､栄町､東町､

中町､富士町､北町 

合計 205,943 3,000  

⑦ 標本数、回収数 

有効配布数 2,989 件（発送数 3,000 から不達など 11 を除いた数） 

回収数   1,005 件（郵送 790 件、Web 215 件） 有効回収率 33.6％ 

※地域別の回答状況 

 配布数 不達 有効配布数 回収数 有効回収率 

南部 765 4 761 233 30.6% 

中部 681 2 679 222 32.7% 

西部 811 3 808 278 34.4% 

北東部 743 2 741 266 35.9% 

合計 3,000 11 2,989 ※1,005 33.6% 

※地域不詳６件を含む 

  

南部 

北東部 

中部 

西部 
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⑧ 集計結果（抜粋） 

 

＜空き家等や相続について＞ 

自身の施設入所や死亡等によって住まなくなった場合の相続・継承の見通しについて、

持ち家だと答えた方のうち、「相続・継承について、ちゃんと考えたり話し合ったことは

ない」が 31.9％、「将来、親族等が相続する予定だが活用方法は決まっていない」が

24.1％、「将来、親族等が相続・継承して住み続けることが決まっている」が 18.0％で

続きます。 

年齢別にみると、65 歳未満では「相続・継承について、ちゃんと考えたり話し合った

ことはない」が最も多くを占めています。 
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（10）空き家数・空き家率  

・本市の空き家の総数は増加傾向にあり、平成 30(2018)年は 8,690 戸で、住宅総数に占

める空き家の割合は 9.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（11）空き家の種類別腐朽・破損の状況 

・平成 30 年の空き家総数に対し、約２割に腐朽・破損があります。また、その他の住宅と

二次的住宅では３割程度に腐朽・破損があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：平成 30(2018)年住宅・土地統計調査 

資料：平成 30(2018)年住宅・土地統計調査 
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（12）平成 29(2017)年度空き家実態調査の結果にみる空き家等の状況 

・平成 29(2017)年度空き家実態調査では、空き家等と推定された住宅は 669 件、うち戸

建て住宅が 568 件（84.9％）でした。そのうち、昭和 56(1981)年以前に建てられた

住宅が 486 件（72.6％）となっていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（13）空き家等と推定される住宅の件数（令和５(2023)年度現在） 

・平成 29(2017)年度空き家実態調査において、空き家等と想定された住宅の件数は 669

件でした。その後、市民から寄せられた情報や、職員が現地を確認した結果等を基にデー

タベースを更新した結果、令和５(2023)年７月末時点で 875 件が空き家等と推定されて

います。 

  

資料：西東京市空き家実態調査報告書（平成 30(2018)年３月） 
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（14）空き家等対策事業の苦情・相談の状況 

・空き家等の苦情・相談件数は、平成 30(2018)年度に 140 件を超え、令和２(2020)年

度にやや減少したものの、令和３(2021)年度には 133 件、令和４(2022)年度には

139 件と増加傾向で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（15）空き家等対策事業の文書指導状況 

・空き家等の文書指導件数は、苦情・相談件数と連動し、増加傾向で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：西東京市事務報告書 

資料：西東京市事務報告書 
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２．空き家等問題の対策 
国・東京都・西東京市の取組 

人口減少が進む社会において、空き家等が引き起こす問題が多く発生しています。国や都

及び市が行ってきた空き家等対策の流れを整理します。 

年

平成20

2008

４月

空き家再生等推進

事業

 不良住宅などの除却を行う

「除却事業タイプ」と、空き

家等の活用を行う「活用事業

タイプ」があり、一定の要件

に該当する場合、各事業につ

いて国庫補助を開始しまし

た。

平成26

2014

11月

空家等対策の推進

に関する特別措置

法

 空き家等に関する施策を総

合的かつ計画的に推進し、公

共の福祉の増進と地域の振興

に寄与することを目的とした

法律を公布しました。

平成27

2015

５月

区市町村に対する

支援

 区市町村が行う空き家等対

策を促進することを目的とし

て、実態調査、計画策定、改

修除却促進、相談窓口、マッ

チングなど幅広い内容につい

て、補助を開始しました。

４月

空き家対策総合支

援事業

 空家等対策計画（法第7条）

に基づき、空き家等の活用や

除却などを実施する区市町村

に対し補助を開始しました。

３月

専門家団体等との

協定締結

 不動産、建築、法律等の専

門家団体及び金融機関と、協

力・連携に関する協定を締結

しました。都内に所在する空

き家等の所有者が抱える課題

に応じた専門家による相談窓

口の設置を開始しました。

４月

担い手強化・連携

モデル事業（旧：

先駆的空き家対策

モデル事業）

 空き家等の相談に対応でき

る人材育成、多様な専門家等

との連携による相談体制の構

築、区市町村と専門家等が連

携して共通課題の解決を行う

モデル的な取組について支援

を行い、その成果の全国への

展開を図るものです。

４月

空き家の発生を抑

制するための特例

措置

 空き家等が放置され、周辺

の生活環境への悪影響を未然

に防ぐ観点から、平成

28(2016)年度税制改正におい

て、空き家等を相続した相続

人が、その空き家等又は取壊

し後の土地を一定の要件を満

たして譲渡した場合には、そ

の譲渡所得から3,000万円を特

別控除する特例措置を創設し

ました。

西東京市東京都国

平成28

2016
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年

８月

全国空き家対策推

進協議会

 地方公共団体等による空き

家等対策のより一層の推進を

図るため、地方公共団体や関

係団体等が情報共有・展開・

対応策検討等を行う「全国空

き家対策推進協議会」を設立

しました。

５月

東京都空き家対策

連絡協議会

 区市町村に対して、他自治

体の取組の情報共有や専門知

識の提供等による技術的支援

を図るとともに、空き家等対

策における課題解決に向けた

共同検討を行うため、「東京

都空き家対策連絡協議会」を

設置しました。

４月

住宅課を新設

 空き家等の増加など住宅を

取り巻く諸課題に効率的かつ

円滑に対応するため、新たな

組織として「住宅課」を新設

しました。それまで複数に分

かれていた空き家等に関連す

る窓口を一元化し、同時に関

係部署との情報共有等の連携

を行うことで、今後増加が予

想される市民からの相談や問

い合わせに対し組織的な対応

や効果的に施策を展開できる

体制を整えました。

11月

全国版空き家・空

き地バンク

 各自治体の空き家等の情報

を全国どこからでも簡単にア

クセス・検索できるようにす

ることを目的に、公募により

選定された株式会社ＬＩＦＵ

ＬＬ、アットホーム株式会社

の２社が平成30(2018年)４月

から本格運用を開始しまし

た。

6月

空き家実態調査

 総合的かつ計画的に空き家

等対策を推進するための基礎

データとして、現状の空き家

等の実態を把握するための調

査を、西東京市全域を対象と

して行いました。

12月

「安心R住宅制

度」

 「中古住宅」のマイナスイ

メージを払拭し「住みたい」

「買いたい」既存住宅を選択

できる環境の整備を図るた

め、「安心R住宅」制度を創設

しました。耐震性・インスペ

クション（建物状況調査

等）・リフォーム等の情報提

供がある既存住宅に対し、

「安心R住宅」マークを付け

て、安心して中古住宅を選べ

る制度です。

10月

空き家等に関する

専門家団体との協

定

 空き家等の相談体制の確立

と対策の強化を図ることを目

的に、不動産、建築、法律等

の専門家団体の6団体と、協力

及び連携に関する協定を締結

しました。

11月

「西東京市の空き

家の相談窓口」を

開設

 空き家等の所有者等自らが

抱える様々な相談内容に応じ

て、協定を結んだ各専門家団

体への相談ができる体制を整

えました。

平成29

2017

国 東京都 西東京市
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年

３月

東京空き家ガイド

ブックの発行

 都が行ったモデル事業で収

集した空き家等問題の解決事

例と、空き家等の解決の手掛

かりとなる基礎知識を取りま

とめました。

４月

東京都空き家利活

用等普及啓発・相

談事業

 空き家等の発生抑制・有効

活用・適正管理に関する普及

啓発の取組と、無料のワンス

トップ相談業務を一体的に実

施する民間事業者を公募に

よって選定し、所有者の相談

支援を始めました。

６月

東京都既存住宅流

通促進事業者グ

ループ登録制度

 消費者が既存住宅を安心し

て売買できるよう、既存住宅

流通促進事業者グループ登録

制度を創設しました。登録を

受けた事業者グループが行う

取組等（インスペクション、

普及活動、ワンストップ相談

窓口設置）に対し、費用の一

部に補助を開始しました。

４月

空き家利活用等区

市町村支援事業

 区市町村が実施する実態調

査や空き家等対策計画の作

成、改修費助成への補助等に

より、区市町村による計画的

な空き家等の利活用等を促進

することを目的として、区市

町村の取組に対し、補助を開

始しました。

３月

空き家データベー

スの導入

 統合型地理情報システム

（GIS）に空き家等管理機能を

導入した空き家データベース

によって空き家等に関する情

報の効率的な管理を開始しま

した。

５月

東京リフォームモ

デルハウス事業

 既存住宅の購入を考えてい

る方の不安を払拭するため、

リフォームされた住宅をモデ

ルハウスとして公開し、リ

フォームを体感できる環境を

提供するものです。既存住宅

をリフォームし、モデルハウ

スとして一定期間公開する事

業者に対し、モデルハウスの

運営費用等の一部補助を開始

しました。

７月

西東京市空き家等

の対策の推進に関

する条例の施行

 法に定めるもののほか必要

な事項を定めることにより、

安全で安心な地域社会の実現

に寄与することを目的に制定

しました。特定空き家等の認

定、勧告、命令、代執行等の

措置をそれぞれ実施する前

に、西東京市空き家等対策協

議会へ諮問をし、答申を受け

る等の独自の規定を盛込みま

した。

７月

西東京市空き家等

対策協議会の設立

 条例に基づき、空き家等の

適切な管理等について協議す

ることを目的に、協議会を設

置しました。

令和２

2020
３月

第１期計画の策定

 空き家等の発生抑制をはじ

め、適正な管理や利活用等を

総合的かつ計画的に推進して

いくため、第１期計画を策定

しました。

平成30

2018

平成31

令和元

2019

国 東京都 西東京市
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年

３月

住生活基本計画の

改定

 新型コロナウイルス感染症

の拡大に伴い、「新たな日

常」に対応した生活様式や働

き方への転換を迫られるな

か、空き家等の適切な管理の

促進及び周辺環境に悪影響を

及ぼす空き家等の除却のほ

か、多様化する住環境整備に

向け、空き家等の様々な利活

用の促進も目標に掲げまし

た。

４月

住宅市場を活用し

た空き家対策モデ

ル事業

 全国の空き家等対策を加速

化するため、市町村に対して

相談窓口等の執行体制の整備

に関した民間連携への補助支

援を行うとともに、民間事業

者に対して住宅市場を活用し

た空き家等対策に関する新た

なビジネス構築などのモデル

的事業への補助支援を開始し

ました。

12月

「西東京市空き家

バンク」の運営等

に関する協定

 空き家等の流通促進と建物

等の継続利用による空き家の

発生予防を図り、良好な住環

境の維持・向上のため、特定

非営利活動法人 空家・空地管

理センター、公益社団法人 東

京都宅地建物取引業協会   北

多摩支部、及び公益社団法人

全日本不動産協会東京都本部

多摩北支部と協定を締結しま

した。

12月

「西東京市空き家

バンク」の創設

 空き家等の利活用の促進を

図り、空き家等の発生及び増

加の抑制に寄与するため、

「西東京市空き家バンク」を

創設しました。

令和５

2023

12月

空家等対策の推進

に関する特別措置

法の一部を改正す

る法律の施行

 使用目的のない空き家等

が、20年で1.9倍に増加し、今

後もさらに増加する見込みで

あることから、周囲に著しい

悪影響を及ぼす特定空き家等

への対応を中心に制度的措置

を定ました。

令和３

2021

国 東京都 西東京市

令和４

2022
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３．取組実績 
 

第１期計画を策定した令和２(2020)年３月以降、空き家等の「発生抑制」「適正管理」「利活

用」「特定空き家等への対応」といった施策について、以下のような取組を行ってきました。 

施策の区分 取り組んだ事項 

（１）「予防」 

（発生抑制） 

 

空き家セミナー、無料相談会 

（委託や事業者との共催） 

計６回 セミナー参加者約

95 人、相談件数約 33 件 

西東京市空き家無料相談会 

（アスタ西東京センターコートで年１回開催） 
計３回 相談件数約 40 件 

セミナーや相談会開催の際は、庁内の他部門や民間事業者と協力して広報を行

うなど、多方面から発生抑制の働きかけができる体制づくりを行いました。 

市に死亡届が提出された際に、窓口で空き家等に関する情報提供を行っていま

す。 

 

＜空き家セミナー、無料相談会（委託や事業者との共催）の例＞ 

チラシ一覧 

  

令和２年４月１日から令和５(2023)年 12 月１日 
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＜西東京市空き家無料相談会（アスタ西東京センターコートで年１回開催）＞ 

チラシと当日の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜市に死亡届が提出された際に、窓口で行う空き家等に関する情報提供の例＞ 
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施策の区分 取り組んだ事項 

（２）「適正管理」 

空き家等の近隣からの苦情・相談を基に現地確認を行い、空き家等と判

断した物件について所有者等を調査し、主体的な管理を促す文書を送付し

ています。また、適切に管理されていない空き家等については、条例に基

づく措置に移行する可能性がある旨を併せて通知しています。 

苦情・相談件数 349 件 

文書指導回数（郵送） 178 回 

所有者等から、管理等に係る応答があった件数 153 件 

平成 29(2017)年に実施した実態調査を基に構築した空き家データベー

スを随時更新することで、情報を蓄積しています。また、勧告を受けた特

定空き家等の情報を税部門へ提供するなど、庁内で情報の共有を行うこと

で、空き家等の情報収集、蓄積、共有を行いました。 

  

＜適切に管理されていない空き家等の所有者等宛に送付している文書（助言）＞ 

  

令和２年４月１日から令和５(2023)年 12 月１日 
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＜空き家等の所有者等宛に送付している文書（法令に基づく西東京市の対応）＞ 

法令に基づく西東京市の対応 

 西東京市では、管理不全状態にある空き家等に対し、「空家等対策の推進に関する特別措置法」及び

「西東京市空き家等の対策の推進に関する条例（以下「条例」という。）」に基づき、特定空き家等への

認定及び除却、修繕、立竹木等の伐採等の措置を行うよう助言・指導、勧告、命令等を実施します。 

 

 

空き家等 
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていない

ことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着するものを含む。） 

特定空き家等 

次の状態にある空き家等をいいます。 

① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

③ 適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっている状態 

④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

 

 

①条例第 12 条「助言又は指導」 

 管理不全状態の改善に係る助言又は指導を行います。 

 

②条例第 13 条「勧告」 

勧告の措置を受けた場合は、特定空き家等の敷地について、固定資産税・都市計画税

における住宅用地等の課税標準の特例がなくなり、軽減対象から除外されます。 

 

③条例第 14 条「命令」 

 勧告に係る措置を正当な理由なく実施しない場合は命令を行い、命令に違反した場合

は 50 万円以下の過料に処されることがあります。 

 

④条例第 15 条「代執行等」 

命令に係る措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は期限までに完了す

る見込みがないときは、その措置を市が行政代執行を実施することがあります。この行

政代執行に要した費用は、所有者（相続人）等から徴収します。 

措置の主な流れ 

 

 

 

 

 

 

 

空き家等の定義 

特定空き家等に対する措置 

現
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絡 
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状況に改善がみられない場合、次の段階に進んでいきます。 
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＜空き家等の所有者等宛に送付している文書（勧告を受けた場合）＞ 

 

「勧告」を受けた場合 
 

勧告の時点以降の最初の１月１日を賦課期日とする年度分から、当該「特定空き家等」の敷

地に適用されていた固定資産税等の住宅用地等の課税標準の特例が解除されます。これにより

税負担の軽減措置がなくなるため、納める固定資産税・都市計画税額が実質的に増額すること

になります。 

 

 
■住宅用地等の課税標準の特例 

 住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積によって、小規模住宅用地と

一般住宅用地に分けて特例措置が適用されています。市街化区域農地も一般住宅用地と同様

の特例措置が適用されています。 

 

■小規模住宅用地 

 200 平方メートル以下の住宅用地（200 平方メートルを超える場合は住宅 1 戸あたり

200 平方メートルまでの部分）を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準

額については次のような特例措置があります。 

固定資産税の課税標準額 価格の 6 分の 1 の額 

都市計画税の課税標準額 価格の 3 分の 1 の額 

 

■一般住宅用地 

 小規模住宅用地以外の住宅用地（住宅の床面積の 10 倍まで）を一般住宅用地といいま

す。たとえば、300 平方メートルの住宅用地（1 戸建住宅用地の敷地）であれば 200 平方

メートル分が小規模住宅用地で、残りの 100 平方メートル分が一般住宅用地となります。

一般住宅用地の課税標準額については次のような特例措置があります。 

固定資産税の課税標準額 価格の 3 分の 1 の額 

都市計画税の課税標準額 価格の 3 分の 2 の額 
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施策の区分 取り組んだ事項 

（３）「利活用」 

令和４(2022)年 12 月、東京都宅地建物取引業協会北多摩支部、全日本不

動産協会東京都本部多摩北支部及び NPO 法人空家・空地管理センターと「西

東京市空き家バンクの運営等に関する協定」を締結し、「西東京市空き家バン

ク」を開始しました。 

 

＜空き家バンクの創設について（プレス発表資料）＞

令和２年４月１日から令和５(2023)年 12 月１日 
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＜空き家バンク利用のイメージ図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報西東京 令和４(2022)年 12 月１日号 №543 

  

協会北部支部 
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施策の区分 取り組んだ事項 

（４）「特定空

き家等に対す

る措置」 

条例に基づく特定空き家等に対する措置を以下のとおり実施しました。（特

定空き家等の認定は 12 件） 

行政代執行の実施 １件 

所有者によって除却済 ３件 

相続財産清算人制度の活用 ３件（予定を含む） 

不在者財産管理人制度の活用を予定 ２件 

助言・指導後に所有者と調整中 ３件 

令和５(2023)年４月１日から、「西東京市老朽危険空き家除却費助成金」

の制度を開始しました。 

 

＜行政代執行の実施について＞ 

１ 特定空き家等への行政代執行の実施について 

  法第 22 条第９項及び条例第 18 条第 1 項の規定に基づき、行政代執行法の定めるところに従

い、行政代執行を実施しました。 

 

 

２ 行政代執行の内容 

（1） 対象となる特定空き家等の敷地北側を囲う破損、傾斜している 10 段積みのブロック塀を、

上部より７段撤去しました。 

 

（2） 対象となる特定空き家等の敷地北側の樹木を伐採し、ブロック塀を圧迫している根を切除し

ました。また、伐採により残った切り株は、腐食による害虫や悪臭等の発生を防止するため、

防虫、防腐処理を行いました。 

 

 

３ 行政代執行の期間 

  令和５(2023)年２月 13 日から２月 16 日まで 

 

 

４ 特定空き家等への認定の解除 

  当該特定空き家等は、行政代執行を実施したことで、条例第２条第３号に規定する「管理不全

状態」が解消されたと判断されることから、令和５(2023)年８月３日付で特定空き家等の認定を

解除しました。 

  

令和２年４月１日から令和５(2023)年 12 月１日 
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５ 実施の様子 

（１）実施前 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

（２）実施後 

 

 

  


